
 

平成 24 年 1 月 5 日 
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                      更生会社 水 谷 建 設 株 式 会 社 
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謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、平成 23 年 12 月 1 日の大阪地方裁判所による保全管理命令以降、保全管理人

であった当職は、弊社の経営陣に代わり、弊社の事業の経営及び財産の管理を行いつ

つ、事業の再建に向けて努力してまいりました。幸いにして、皆様からも暖かいご支

援をいただき、支障なく事業を継続させていただいております。 

 このような状況を踏まえ、平成 23 年 12 月 31 日午前 10 時、大阪地方裁判所におい

て、会社更生手続開始の決定がなされるとともに、当職が管財人に選任されましたの

で、ご報告いたします。関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、これ

もひとえに関係者の皆様のご寛容とご支援の賜物でございます。 

 また、会社更生手続のスケジュールにつきましては、以下の通りとなっております。 

    手   続 日 付 

① 更生手続開始の申立て（債権者） H23.12.1 

② 保全管理命令（裁判所） H23.12.1 

③ 更生手続開始の決定（裁判所） H23.12.31 

④ 債権届出期限（債権者） H24.2.29 

⑤ 会社更生法 84 条報告書提出期限（管財人） H24.5.21 

⑥ 認否書提出期限（管財人） H24.5.21 

⑦ 債権の調査期間 H24.5.28～6.11 

⑧ 更生計画案提出期限（管財人） H24.12.26 

    ※ ⑧につきましては、手続の状況によって、延期される場合がございます。 

 今後、弊社におきましては、引き続き当職が弊社の事業の経営及び財産の管理を行

いつつ、裁判所の監督のもと、会社一丸となって事業の再建に努め、皆様のご支援に

報いる覚悟でございますので、何卒、ご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申

し上げます。 

 以上、ご報告かたがた、厚く御礼申し上げます。 

謹白 

 【お問合せ先】 

   管財人室 TEL：0594-41-4023 FAX：0594-41-4024 
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